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４．利便増進計画による料金割引等
現行の料金割引と財源 ［NEXCO地方部の例］

頻
度
系

割
引

マイレージ割引 大口・多頻度割引

普通車以下

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

6時

夜 間昼 間

土

日

祝

日

５割引 ５割引

３割引

中型車以上

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

6時

夜 間昼 間

５割引 ５割引

３割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

夜 間昼 間

５割引 ５割引土

日

祝

日

昼 間 夜 間

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

５割引

：民営化時に導入した割引

（H16.11～順次導入）

：利便増進事業による割引

（H20.10～順次導入）

時
間
帯
系
割
引
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４．利便増進計画による料金割引等

時
間
帯
系
割
引

頻
度
系

割
引

マイレージ割引 大口・多頻度割引

現行の料金割引と財源 ［NEXCO大都市部の例］

普通車以下

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

22時 6時

夜 間昼 間

中型車以上

土

日

祝

日

３割引

５割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

22時 6時

夜 間昼 間

３割引

５割引

土

日

祝

日

6時 9時 17時 20時 0時 4時22時 6時

夜 間昼 間

３割引

５割引

9時 17時 20時 0時 4時22時 6時

夜 間昼 間

５割引

6時

：民営化時に導入した割引

（H16.11～順次導入）

：利便増進事業による割引

（H20.10～順次導入）2



中央道

東北道

常磐道

横
横
道
路

第
三
京

浜

アクアライン

湾岸環八

空港中央

東名高速

高井戸

三ツ沢

用賀

美女木
JCT

川口
JCT

三郷JCT

篠崎

高谷

狩場
JCT

並木

川崎浮島
JCT

○ NEXCOとの乗継割引

○ 中央環状線迂回利用割引

中央環状線

○ 環境ロードプライシング

内々利用 ▲100円

6km以下もしくは最初の出入口
まで ▲100円
（中央道、アクアラインは▲200円）

羽田

空港西

大師

○ 物流事業者向け割引

●
●

●

●

●

●

●
●

●

美女木
JCT

川口JCT 三郷
JCT

800円

700円
800円

700円

900円

700円

6km
6km

6km 6km

800円

700円

高谷

800円

700円

22km

30km

21km

22km

22km

東北道 常磐道

○ 放射道路の端末区間割引
（放射道路の端末から、都心環状線内は現行料金以下に統一）

700円

700円

12km

14km
高井戸

用賀

（割引例）

篠崎

13km

700円

6km

●
空港中央、湾岸環八を利用
する場合、
羽田空港アクセスの４出入口
（空港中央、湾岸環八、羽田、空港西）

までの最低料金を適用

●

○ 埼玉線内々利用割引

※普通車の料金。大型車は普通車の2倍

※中央道均一区間(高井戸～八王子)の
短区間割引を実施(ＮＥＸＣＯ中日本)

中央環状線を経由する利用 ▲100円

車両単位割引最大20％ 契約単位割引10%

○ 羽田空港アクセス割引

首都高速の主な料金割引
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○ 物流事業者向け割引

6km超の内々利用 ▲100円

池田木部

神田

安治川

北津守

豊中

松原
ＪＣＴ 西名阪道

西宮

西宮山口
ＪＣＴ

月見山

伊川谷
ＪＣＴ

布施畑
ＪＣＴ

助松

鳴尾浜

武庫川

●

●

●

●

●

●

●

●

東大阪
ＪＣＴ

○ 西線内々利用割引

○ NEXCO・本四との乗継割引

○ 環境ロードプライシング

箕谷

東大阪線

松
原
線

堺
線

守
口
線

神戸線

池田線

西大阪線

6km以下の出入口まで▲100円

○ 端末区間割引
池田線300円（通勤時間帯150円）
西大阪線200円（早朝深夜100円）
東大阪線200円

車両単位割引最大20％ 契約単位割引10%

りんくう
ＪＣＴ ●

※普通車の料金。大型車は普通車の2倍

阪神高速の主な料金割引
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高速道路の暫定２車線区間
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深川西

岩見沢

沼ノ端西

下田百石
八竜

山形北

秋田中央

水
戸
南

須走
西富士

富士

津

平湯
中ノ湯

丹波

沓掛

松山

江津
米
子
西

東
出
雲

大分

大分米良

延岡南

日奈久

仁保佐世保
中央

川平

穂波東
篠栗

古賀
市布

速見

築城

椎田

打越

相原

曽於弥
五郎

中土佐

※

： 無料化社会実験区間

： その他有料区間

1,652ｋｍ

7,245ｋｍ

※首都高・阪高を除く高速道路

(注)延長は平成23年度6月１日現在

市来

鹿児島西
鹿児島

高速道路無料化社会実験（H22.6～H23.6） 対象区間
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高規格幹線道路の有料・無料別整備状況

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）（公社）

（公社）

（公社）

平成24年4月30日時点

小浜

浜松いなさ

新清水

清
水

南相馬

供用中 事業中 延長(km)

利用者負担 8,878（69%）

利用者負担＋税負担 909（ 7%）

税負担 3,049（24%）

有料

有料

無料
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加須

東松山

川口

東京

木更津Ｊ

大泉

中央

戸塚

海老名Ｊ

松尾横芝

500円均一

八王子

谷田部

千葉東J

高速自動車国道＜大都市近郊区間＞
｛150（円）＋29.52（円/km）×距離（km）｝×1.05

圏央道＜一般有料道路＞
40（円/km）×距離（km）×1.05

500-900円

厚木

高尾山

200円均一

※1

八王子Ｊ

※1 40kmを超える利用分については、料率を高速自動車国道と同率に逓減

首都圏の料金体系 ［現行定価料金（普通車）］

H26年度
以降

H26年度
以降

H25年度
以降

事業中

H25年度
以降

H24年度

H27年度

事業中

H26年度

H24年度

H24年度

H25年度

横浜湘南道路

H27年度
※2 ※2

高速横浜環状南線

H27年度
※2  供用時期については、検討が必要

海老名

600円均一

（供用予定年度を併記）

圏央道＜一般有料道路＞
34（円/km）×距離（km）×1.05

※1

高速自動車国道＜通常区間＞
｛150（円）＋24.6（円/km）×距離（km）｝×1.05

H25年度
（相模原ICは

Ｈ26年度）

相模原
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近畿圏の料金体系 ［現行定価料金（普通車）］

500-900円

往復800円

高速自動車国道＜通常区間＞
｛150（円）＋24.6（円/km）×距離（km）｝×1.05

450円均一

450円均一

200円均一

400円均一

400円均一

500円均一

500円均一

H30年度

高速自動車国道＜大都市近郊区間＞
｛150（円）＋29.52（円/km）×距離（km）｝×1.05

H28年度

450円均一

H25年度

H26年度

打田

H27年度 H25年度

紀北かつらぎ

H26年度 H24年度

H24年度 H32年度

八幡JCT・IC

郡山南

御所

御所南

：料率24.6円/kmより高い
：料率24.6円/km以下

：阪神高速道路（阪神圏）
：地方道路公社
：無料区間

注） 破線は整備中区間

：均一料金区間

：阪神高速道路（京都圏）

（供用予定年度を併記）

五條北

橿原北

橿原高田

和歌山
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道路の種類 道路管理者 費用負担
国の負担・補助の割合

新設・改築（※） 維持・修繕

高速自動車
国道

有料道路

方式 国土交通大臣
【高速自動車国道法§６】

高速道路会社
会社の借入金で新設・改築・修繕等を行い、料金収入で上記に

係る債務及び管理費を賄う
【道路整備特別措置法§３等】

新直轄

方式

国

都道府県（政令市）

３／４ 負担
【高速自動車国道法§２０①】

１０／１０ 負担

【高速自動車国道法§２０①】

一般国道

直轄国道

＜新設又は改築＞

国土交通大臣
【道路法§１２】

＜維持、修繕、

その他の管理＞

指定区間：

国土交通大臣

そ の 他：

都府県（政令市）
【道路法§１３】

国

都道府県（政令市）

２／３ 負担

【道路法§５０①】

うち高規格（改築）：７／１０負担

【道路財特法施行令§１①】

１０／１０ 負担
【道路法§４９】

補助国道
国

都府県（政令市）

１／２ 負担
【道路法§５０①】

維持： －
【道路法§４９】

修繕：１／２以内 補助
【道路法§５６】

都道府県道
都道府県（政令市）

【道路法§１５】 都道府県（政令市）
１／２以内 補助

【道路法§５６】

維持： －

【道路法§４９】

修繕：１／２ 補助

【修繕法§１①】

市町村道
市町村

【道路法§１６】
市町村

１／２以内 補助
【道路法§５６】

維持： －

【道路法§４９】

修繕： １／２ 補助

【修繕法§1①】

道路整備事業に係る国の負担・補助

※ 橋の架け替え等の更新は改築に含まれる 10



総延長
(km)

供用延長
(km)

進捗率
(%)

高規格幹線道路 約14,000 10,218 73

H24.4月末時点

東海・東南海・南海地震時に想定されている津波影響範囲
（平成15年12月中央防災会議「東南海、南海地震に関する報告」）

ミッシングリンクが残る区間

全国ミッシングリンクの状況
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市原市

つくば市

飯能市

柏市

奥多摩町

八王子市

野原市

常総市
坂東市

土浦市

川越市

檜原村

秦野市

木更津市

野田市

佐倉市

青梅市

緑区

茂原市

厚木市

若葉区

船橋市

八街市

袖ケ浦市

所沢市

清川村

町田市

藤沢市

取手市

境町

平塚市

鴻巣市

長南町

阿見町

皆野町

松戸市

小川町

越谷市

牛久市

龍ケ崎市

市川市

川口市

足立区

大田区

横瀬町

岩槻区

栄町

東松山市

狭山市

旭区

春日部市

練馬区

日高市

あきる野市

長柄町

尾市

中央区

入間市

世田谷区

西区

川島町

勢原市

越生町 坂戸市

吉見町

八千代市

つくばみらい市

松田町

江戸川区

ときがわ町

戸塚区

白井市

泉区

守谷市

葛飾区

青葉区

愛川町

幸手市

杉並区

我孫子市

板橋区

港北区

吉川市

川崎区

北区

金沢

三郷市

府中市

滑川町

港区

騎西町

中区

茅ヶ崎市

都筑区

栄区

草加市

日野市

東秩父村

桜区

菖蒲町

鶴見区

四街道市

久喜市

鳩山町

花見川区

利根町

江東区

五霞町

品川区

調布市

多摩区

小平市

北本市

戸田市

昭島市

稲城市

座間市

流山市

大網

見沼区

嵐山町

杉戸町

大和市

蓮田市

毛呂山町

桶川市

白岡町

立川市

新座市

麻生区

綾瀬市

稲毛区

日の出町

美浜区

多摩市

南区

港南区

海老名市

磯子区

宮前区

浦安市

朝霞市

新宿区

神奈川区

八潮市

瀬谷区

瑞穂町

松伏町

宮代町

高津区

三鷹市

鎌ケ谷市

習志野市

中野区

三芳町

栗橋町

中原区

幸区

富士見市

渋谷区

奈町

酒々井町

大井町

目黒区

鶴ヶ島市

墨田区

鷲宮町

豊島区

寒川町

保土ケ谷区

東村山市

大宮区

西東京市

文京区

浦和区

台東区

和光市

福生市
東大和市

荒川区

清瀬市

羽村市
武蔵村山市

志木市

ふじみ野市

小金井市国分寺市

国立市

武蔵野市

千代田区

蕨市

東久留米市

開成町

狛江市

鳩ヶ谷市

相模原市

印西市

箱崎JCT付近

浜崎橋JCT付近

調布IC
高井戸IC

大井松田IC

海老名JCT

厚木IC

東名川崎IC

東京IC

川崎浮島JCT

船橋IC

幕張IC

穴川IC

貝塚IC

大宮IC千葉東JCT

三郷JCT

鶴ヶ島JCT

上野原IC

谷和原 IC

中央道 国立府中IC

八王子IC

海ほたるPA

東名高速 大和トンネル付近
（横浜町田IC～海老名JCT）

中央道 小仏トンネル付近
（八王子IC～上野原IC）

京葉道路
船橋IC～幕張IC

京葉道路
穴川IC～貝塚IC

八王子JCT

関越道
鶴ヶ島IC～花園IC

○高速道路では、中央道小仏トンネル付近や大和トンネル付近など都心周辺部での渋滞が著しい。

○首都高速道路では都心環状線に繋がるＪＣＴ部等で渋滞が発生。

竹橋JCT付近

江戸橋JCT付近

常磐道
三郷JCT～谷和原IC

板橋JCT付近

両国JCT付近

一ノ橋JCT付近

大橋JCT付近

高速道路

高速道路

渋滞多発
（平均旅行速度40km/h以下の区間）

（首都圏以外）

（首都圏中心）

渋滞多発区間
（渋滞長10kmの渋滞が毎週起こる区間）

特定日に混雑
（休日に20回に１回程度混雑する区間）

特定時間帯に混雑
（ピーク時旅行速度40km/h以下の代表的な箇所）

横浜新道
上矢部IC～戸塚終点

東京湾アクアライン
川崎浮島JCT～海ほたるPA

上矢部IC

戸塚終点

木更津金田IC

横浜町田IC

堀切JCT付近

小菅JCT付近

熊野町JCT付近

加平付近

江北JCT付近

西新宿JCT付近

谷町JCT付近

首都圏の渋滞状況
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守山区

名東区千種区

昭和区

天白区

緑区

南区港区

中川区

中村区

熱田区 瑞穂区

中区

東区

西区
北区

犬山市

扶桑町

江南市

一宮市

大口町

春日井市

小牧市

岩倉市

瀬戸市

豊田市

稲沢市

北名古屋市 豊山町

尾張旭市

愛西市

津島市
長久手町

大治町

日進市蟹江町

みよし市

弥富市 東郷町

飛島村

豊明市

刈谷市

東海市
大府市

知立市

安城市

知多市 東浦町

阿久比町 高浜市

常滑市
半田市

碧南市

西尾市

幸田町

武豊町
蒲郡市

岡崎市

清須市

豊川市

あま市

名古屋市

関市

八百津町
川辺町

美濃加茂市

恵那市

岐阜市

山県市 富加町

大野町

揖斐川町

瑞浪市

御嵩町

池田町

可児市

坂祝町北方町

神戸町

各務原市
垂井町

瑞穂市

大垣市

大垣市
大垣市

土岐市

多治見市

岐南町

関ケ原町

笠松町

安八町

羽島市

養老町

輪之内町

海津市

いなべ市

桑名市

東員町
木曽岬町

菰野町

四日市市

朝日町

川
越
町

鈴鹿市
亀山市

引山IC

上社IC

一宮IC

一宮西IC

四日市東IC

四日市IC

鈴鹿IC

岡崎IC

日進JCT

亀山JCT
音羽蒲郡IC

16

4

2

11

R

R

3

5

16

名
古
屋
高
速

一宮JCT

東名三好IC

豊川IC

至 三ケ日JCT

小
牧
線

楠
線

都
心
環
状
線

清須線

万場線 東山線

大
高
線

東
海
線

名二環
上社IC～引山IC

亀山PAスマートIC

四日市JCT

高速道路

高速道路

渋滞多発
（平均旅行速度40km/h以下の区間）

（中京圏中心部以外）

（中京圏中心）

渋滞多発区間
（渋滞長10kmの渋滞が毎週起こる区間）

特定日に混雑
（休日に20回に１回程度混雑する区間）

特定時間帯に混雑
（ピーク時旅行速度40km/h以下の代表的な箇所）

○高速道路では、東名音羽蒲郡IC付近、東名阪四日市IC付近、名神高速一宮IC付近など都市圏周辺での渋滞が著しい。

○名古屋都市圏中心部では名二環上社IC～引山IC間で渋滞が発生。

東名阪道
四日市JCT～亀山PAスマートIC

名神高速
一宮IC～一宮JCT

東海北陸道
一宮JCT～一宮西IC

東名高速
東名三好IC～日進JCT

東名高速
三ケ日JCT ～岡崎IC

中京圏の渋滞状況
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N
高速道路

高速道路

渋滞多発
（平均旅行速度40km/h以下の区間）

（阪神圏中心以外）

（阪神圏中心）

渋滞多発区間
（渋滞長10kmの渋滞が毎週起こる区間）

特定日に混雑
（休日に20回に１回程度混雑する区間）

特定時間帯に混雑
（ピーク時旅行速度40km/h以下の代表的な箇所）

京都縦貫道
沓掛IC－篠IC

名神高速
京都東IC－京都南IC

名神高速
大山崎JCT～吹田JCT

第二神明
伊川谷IC～明石西IC

伊川谷IC

吹田JCT

大山崎JCT

沓掛IC

篠IC

京都南IC

京都東IC

明石西IC

○高速道路では、名神高速高槻バスストップ付近など都市周辺部での渋滞が著しい。

○阪神高速道路では市内中心部の環状線に繋がるＪＣＴ部等で渋滞が発生。

守環合流付近

中国道
宝塚IC～西宮北IC

中国道
中国豊中IC～宝塚IC

近畿道
大東鶴見IC～東大阪JCT

四ツ橋合流付近

えびす町合流付近

深江サグ付近

魚崎合流付近

摩耶出口付近

湊川合流付近

住吉浜出口付近

摩耶合流付近

南阪奈有料道路
美原JCT－羽曳野IC

中国道
神戸JCT－吉川JCT

神戸JCT

吉川JCT

羽曳野IC

美原JCT

塚本合流付近

阿波座合流付近

高井田合流付近

堺環合流付近

西船場JCT付近

駒川合流付近

京阪神圏の渋滞状況
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高速自動車国道・一般国道の整備手続き

国幹会議※

関係都道府県の
意見聴取

基本計画の決定
（国土交通大臣）

（都市計画・環境影響評価）

整備計画の決定
（国土交通大臣）

国幹会議※

高速自動車国道 ＜事業評価の流れ＞一般国道自動車専用道路

新規事業化

社整審
道路分科会

関係都道府県の
意見聴取

基本計画の決定
（国土交通大臣）

（都市計画・環境影響評価）

整備計画の決定
（国土交通大臣）

新規事業化

社整審
道路分科会

対応方針の決定

新規事業化

必要性の再検証、
事業内容、
Ｂ／Ｃ等の評価項目

・解決すべき課題の把握・原因分析
・政策目標の明確化
・代替案の比較、評価

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

都道府県・政令市等

意見
第三者委員会

新規事業採択時評価

都道府県・政令市等

意見
第三者委員会

計画段階評価

直轄事業等については、
１月末までを目途に新規
事業採択時評価および再
評価を実施し、評価結果
を公表

国会審議へ資するため
の取り組み

（新規事業採択時評価）（新規事業採択時評価）

一般国道

（都市計画・環境影響評価）

新規事業化

（新規事業採択時評価）

国土開発幹線自動車道
建設法第５条

高速自動車国道法第５条

高速自動車国道法第５条

Ｈ２１ 国土交通大臣決定

Ｈ２１ 国土交通大臣決定

Ｈ２１ 国土交通大臣決定

※H22. 3：国幹会議の設置根拠である国土開発幹線自動車道建設法の廃止法案を国会に提出。
H22.12：同法案は廃案

都市計画や環境影響評価の手続き

直轄事業については、３年未着工、５年継続中の
事業について、再評価を実施。（以降、３年毎に
再評価を実施）

都市計画や環境影響評価の手続きに入る前の段階で
新規事業採択時評価の前年度までに実施。
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